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はじめに

日本の医療は 1961 年から国民皆保険制度によって提供されており、
すべての国民は保険料を支払って各種健康保険に加入し被保険者証さ
えあれば、自らが自由に病院・診療所を選び、医療費の 1割～ 3割負
担で医療を受けることができます。

さらに、2000 年には介護保険制度が施行され、おおむね 65歳以上
の高齢者は介護保険の実施者である市町村に保険料を支払って、必要
時に要介護認定の審査を受け要介護度等による支給限度基準額の範囲
で介護サービスを利用でき、かかった介護費用の 1割～ 3割負担で介
護を受けることができます。

医療保険でも介護保険でも、対象者の状態等に応じて利用できる訪
問看護制度は、慢性疾患や障がいのある在宅療養者にとって、重要な
役割を果たしています。

日本の訪問看護サービス提供機関は、主に病院・診療所と訪問看護
ステーションがあります。本冊子では 9割以上のシェアを持つ訪問看
護ステーションを中心に、訪問看護制度発展の歴史と制度、実態及び
将来展望についてご紹介します。
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日本の高齢化率は 2065 年には 38.4％に達する見込みであり、高齢者人口は世界でも類を見ない
勢いで急激に増加しています。一方で少子化が進み 15歳以上 65歳未満の生産年齢人口は減少し
ます。地域では看護・介護を要する在宅高齢者が増加し、また、入院治療の効率化及び在院日数の
短縮化が進むために、年齢や傷病を問わず訪問看護サービスが必要となっています。

日本における訪問看護制度の経緯

日本における訪問看護制度の経緯

訪問看護ステーション創設までの経緯

日本では、1920 年代以前はチフスやコレラなど急性伝染病が流行し、隔離病院が建設され、
民間経営の「慈善看護婦会」が看護師を病院や家庭に派遣して、急性感染症患者の看病を行って
きました。

1920 年代後半から日本赤十字病院や聖路加国際病院などの看護師が母子や被災者を対象にボ
ランティア的に訪問看護を行ってきました。

1960 年頃から、脳卒中後遺症により、寝たきり高齢者が社会問題となって、在宅の寝たきり
高齢者を対象に家庭看護の指導や看護が行われました。

1982 年に制定された老人保健法のもと、1983 年からはじめて病院の退院患者の訪問看護に
医療保険の診療報酬が認められました。

1986 年には精神科の訪問看護・指導、さらに 1988 年にはがんや難病などの在宅療養者も対
象となり、高齢者に限らず全てを対象に訪問看護・指導が診療報酬で算定できるようになりました。

なお、老人保健法は、2006年に「高齢者の医療の確保に関する法律」と改題され、後期高齢者（75
歳以上）の医療制度が創設されて、各都道府県に設置する「後期高齢者医療広域連合」が給付す
ることになりました。

Ⅰ

訪問看護等在宅ケア総合推進モデル事業から開始

在宅ケアにおける看護の充実のために、厚生労働省は訪問看護のモデル事業を 4年間実施しました。その内
容は、①医学的処置も含めた訪問看護の実施と仕組の検討　②一定の研修を都道府県レベルで実施することな
どが含まれました。当該モデル事業実施地域に指定された市町のある 17府県看護協会は、未就業の看護師等を
対象に「訪問看護師養成講習会（120時間のプログラム）」を開催して訪問看護師を養成しました。

 訪問看護ステーションの創設
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指定（老人）訪問看護制度の創設（医療保険）

訪問看護等在宅ケア総合推進モデル事業後、1991 年に老人保健法等の一部改正により指定老
人訪問看護制度が創設されて、1992 年 4月から訪問看護ステーションの訪問看護が始まりまし
た。さらに 1994 年には健康保険法等の一部改正により、指定訪問看護制度が創設され、老人以
外の在宅療養者へも訪問看護が提供できるようになりました。

介護保険の指定訪問看護制度の創設

1997 年に制定された「介護保険法」が 2000年 4月から実施となりました。介護保険制度は、
介護が必要になっても、できる限り住み慣れた住まいで自立した生活ができるように、ケアマネ
ジャーが作成するケアプランのもとに必要な福祉サービスや、訪問看護・リハビリテーション等
の医療サービスを総合的に利用できる仕組みです。介護保険法の対象者の多くは、長期にわたり
ケアの必要な疾病や障がいのある要支援者又は要介護者であり、訪問看護による病状や障がい等
の観察と適切な看護が極めて重要です。ケアチームのメンバーとして、医療と介護の両方にかか
わる看護の特徴を充分に活用し、介護や疾病予防の看護からエンド・オブ・ライフケアまで、チー
ムケアの総合力を高めた活動が期待されています。

指定の基準

2000 年 4月以降、訪問看護ステーションの指定を受けるためには、法律上、健康保険法より
優位にある介護保険法に基づき指定居宅サービス事業者の指定を受けなければなりません。介護
保険法の指定事業者は医療保険の指定訪問看護事業者とみなされて、医療保険の訪問看護を実施
することができます。以下に指定及び運営基準をご紹介します。

 開設者
営利法人、医療法人、社会福祉法人等法人格を有し、介護保険法のもとに都道府県知事等の指定
を受けた指定訪問看護事業者（介護保険法で指定居宅サービス事業者の指定を受けると、健康保険
法の指定訪問看護事業者とみなされる）

 管理者
訪問看護事業の適切な運営管理ができる常勤の保健師又は看護師

 訪問看護従事者
看護職員（保健師、助産師（医療保険のみ）、看護師、准看護師）を常勤換算で 2.5 人以上配置する。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は適当数配置できる。また事務職員も雇用する。

日本における訪問看護制度の経緯
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訪問看護提供の仕組み

利用者は訪問看護ステーションまたは主治医に利用を申し込み、主治医が訪問看護の必要を認
めて「指示書」を交付すると訪問看護師が利用者を訪問し、状態をアセスメントして利用者の希
望を聞き、作成した看護計画のもとに訪問看護を提供します。主治医とは定期的に看護の実施状
況を報告し密な連携をとります。

介護保険制度では、介護支援専門員（ケアマネジャー）のケアプランに沿って訪問看護計画を
立てて看護を行いますが、必要に応じてケアプランの変更（訪問回数・時間帯・内容等）を相談し、
必要な看護を行います。

日本における訪問看護制度の経緯
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 訪問看護ステーションの施設・設備・備品等
例えば、訪問看護従事者数に応じた必要な広さの事務室、駐車場・駐輪場（訪問車・自転車等）、
事務機器、戸棚、訪問看護用衣類・器具・機材、衛生・感染管理用設備・物品、記録類等

訪問看護ステーションの風景

 介護保険制度
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寝たきりから自立した生活を取り戻した A さん

傷病名など 陳旧性肺結核、慢性呼吸不全

介護度 要介護 1

在宅療養の経過 結核の後遺症による慢性呼吸不全が感染症で急性増悪し、在宅酸素療法が
導入され、ほぼ、寝たきりの生活となっていたAさん。心配したホームヘ
ルパーの勧めで訪問看護を利用するようになりました。訪問看護師の勧め
で、呼吸器専門病院を受診し、適切な治療と呼吸リハビリテーションの結果、
在宅酸素療法は不要となりました。
また、訪問看護師の呼吸リハビリテーションや生活指導などにより、外出
ができる程、日常生活が送れるまでに回復しました。そして、自己管理が
できるようになった現在、呼吸状態が悪化することなく自立した生活を継
続しています。

家族構成 独居

利用しているサービス ・訪問看護
・訪問介護
・通所介護（4時間）

1回／ 2週
1回／週
1回／週

・有償ボランティア
・専門病院受診
・主治医受診

1回／月
1回／ 6週
1回／月

訪問看護のポイント 詳細なフィジカルアセスメント（特に呼吸状態の観察）
高齢者は発熱や脱水、酸素飽和度の低下などに気づかず、自覚した時には
既に重症になっている場合があります。少ない訪問回数の中でも、状態の
変化に気づき、異常の早期発見や悪化防止への支援など、予防的に関わる
ことが重要です。

日常生活への支援
慢性呼吸不全の場合、治療的な呼吸リハビリテーションだけでなく、日常
生活における動作の指導が重要です。食事、排せつ、更衣、入浴、歩行、階
段昇降など何気ない動作でも、できるだけ楽に呼吸でき、可能な限り寝た
きりにならないような支援を行います。

精神的支援
本人が持っている能力を発揮して、日々の生活に生きがいを見出せるよう
な支援と「あなたを看 (み ) 護 ( まも ) っている。」というメッセージが重要
です。

緊急時対応
呼吸困難は生命の危機を感じやすく、特に独居である場合は状態悪化や急
変時への対応を考えておく必要があります。緊急時にも対応できるように、
24時間 365日体制を整えます。

Ⅱ   訪問看護の事例

今後の課題 /訪問看護の事例
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